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セントラル硝子株式会社 

代表取締役 社長執行役員 清水 正 

 

当社は、セントラル硝子プロダクツ株式会社(以下「セントラル硝子プロダクツ」とい

う。)との間で2022年5月23日付で締結した「吸収分割契約書」及び2023年1月16日付で締

結した｢吸収分割契約の変更に関する覚書｣に基づき、2023年4月1日を効力発生日として、

当社を分割会社、セントラル硝子プロダクツを承継会社として、当社の硝子繊維事業およ

び電子材料用硝子事業を除く、当社の営む建築用硝子および自動車用硝子に係る製造・販

売事業に関する権利義務をセントラル硝子プロダクツに承継させる吸収分割(以下「本件

吸収分割」という。)を行うこととしました。本件吸収分割に関し、会社法第782条第1

項および会社法施行規則第183条に定める事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

1.吸収分割契約の内容(会社法第 782条第 1項) 

 当社とセントラル硝子プロダクツが 2022 年 5 月 23 日付で締結した「吸収分割契約書」

は別紙 1、2023 年 1 月 16 日付で締結した｢吸収分割契約の変更に関する覚書｣は別紙 2 の

とおりです。 

 

2.分割対価の相当性に関する事項(会社法施行規則第 183条第 1号) 

 セントラル硝子プロダクツは、普通株式 9,000 株を新たに発行し、その全てを当社に対

して割り当て交付いたします。本件吸収分割にあたり、当社に対して割当交付されるセン

トラル硝子プロダクツの普通株式については、セントラル硝子プロダクツが当社の完全子

会社であることを踏まえ、当社とセントラル硝子プロダクツとの協議により決定したもの

であり、相当であると判断しております。 

 なお、本件吸収分割により増加するセントラル硝子プロダクツの資本金、資本準備金、

その他資本剰余金および利益準備金の額は以下のとおりであり、本件吸収分割後における

セントラル硝子プロダクツの事業内容および当社から承継する権利義務等に照らして相当

であると判断いたします。 

 

(1) 資本金の増加額   金 9,000万円 

(2) 資本準備金の増加額  金 0円 

(3) その他資本剰余金の増加額 会社計算規則第 37条第 1項に規定する株主資 

     本等変動額から前各号に定める増加する資本 

     金の額および資本準備金の額を控除した額 

(4) 利益準備金の増加額  金 0円 

 

3. 計算書類等に関する事項(会社法施行規則第 183条第 4号・第 5号) 

 (1)承継会社 



 ①承継会社の成立の日後に生じた重要な後発事象 

 承継会社の成立の日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

  ②承継会社の成立の日における貸借対照表 

    承継会社の成立の日における貸借対照表の内容は、別紙 3のとおりです。 

 

 (2)分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

  ①自己株式の取得 

 当社は、2022年 5月 11日開催の取締役会において、会社法第 459条第 1項および

定款第 39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議い

たしました。 

 

取得対象株式の種類 普通株式 

取得し得る株式の総数 5,000,000 株(上限とする) 

(発行済株式総数(自己株式を除く)

に対する割合 12.34%) 

株式の取得価格の総額 100 億円(上限とする) 

取得期間 2022 年 5 月 12 日～2023 年 3 月 24 日 

 

 その後、2022年 9月 20日開催の取締役会において、自己株式の取得及びその具体

的な取得方法として、自己株式の公開買付けを行うことを決議したことに伴い、同

日開催の取締役会において、上記の自己株式の取得を中止することを決議いたしま

した。 

 なお、2022年 9月 20日までに買付した自己株式の累計は以下のとおりです。 

 

買付株式数 1,401,000 株 

買付総額 4,375,617,800 円 

 

  ②自己株式の公開買付け 

 当社は、2022年 9月 20日開催の取締役会において、会社法第 459条第 1項の規定

による当社定款の規定及び同法第 156 条第 1 項の規定に基づき、自己株式の取得及

びその具体的な取得方法として公開買付けを行うことを決議し、2022年 9月 21日よ

り公開買付けを実施し、2022 年 10 月 27 日をもって終了いたしました。公開買付け

等の結果は以下のとおりです。 

 

株券等の種類 普通株式 

取得した株式の総数 14,285,653 株 

株式の取得価額の総額 49,999,785,500 円 

 

4. 吸収分割が効力を生じる日以降における、分割会社の債務または承継会社の債務（分割

会社が承継会社に対し、吸収分割により承継させた債務）の履行の見込みに関する事項(会



社法施行規則第 183条第 6号) 

当社およびセントラル硝子プロダクツともに、本件吸収分割後の資産の額は負債の額を

上回ることが見込まれており、本件吸収分割により、セントラル硝子プロダクツが負担す

べき債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本件吸収分割の

効力発生日以降も履行の見込みに問題はないと判断しております。 

以上 

 



9310425
タイプライターテキスト
別紙１





















9310425
タイプライターテキスト
別紙2











　

（単位：円）

金額 金額

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ．流動資産 10,000,000 Ⅰ．流動負債 0

現金及び預金 0 買掛金 0

売掛金 0 未払法人税等 0

商品及び製品 0 未払費用 0

仕掛品 0 未払消費税 0

原材料 0 賞与引当金 0

貯蔵品 0 未払金 0

短期貸付金 0 預り金 0

前払費用 0

未収入金 10,000,000 Ⅱ．固定負債 0

退職給付引当金 0

Ⅱ．固定資産 0

１　有形固定資産 0 負債の部　合計 0

建物 0

構築物 0 （純資産の部）

機械及び装置 0 Ⅰ．株主資本 10,000,000

車輌運搬具 0 資本金 10,000,000

工具器具備品 0 利益剰余金 0

土地 0 利益準備金 0

２　無形固定資産 0 その他利益剰余金 0

電話加入権 0 別途積立金 0

ソフトウェア 0 繰越利益剰余金 0

３　投資その他の資産 0

保証金 0

繰延税金資産 0

純資産の部　合計 10,000,000

資産の部　合計 10,000,000 負債及び純資産の部　合計 10,000,000

セントラル硝子プロダクツ株式会社

科目科目

(2022年4月1日）

貸借対照表
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